
福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター施設利用許可申請 
自己チェックシート 

 
 利用許可申請について  
 福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター「あすみん」は，市民主体のまちづくりを実現す
るため，NPO やボランティアなどに関する情報及び交流の場を提供し，市民公益活動の
促進を図ることを目的に福岡市が設置した施設です。 
 センターは，市民の皆さまが自由にご利用いただけますが，一部の設備（※）の利用に
ついて，事前の利用許可申請が必要です。 
※一部の設備とは，ミーティングコーナー，ワーキングコーナー，セミナールーム，会議室です。 
 
 利用許可の要件  
 利用許可には，以下の要件をすべて満たす必要があります。 
 下記のチェックシートで要件を確認のうえ，「福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター施
設利用許可申請書」とあわせて提出してください。 
 なお，利用許可の要件は，福岡市 NPO・ボランティア交流センター条例及び同条例施
行規則に定めています。 
 
 チェックシート  
↓要件を満たしている場合は，チェック☑ を記入してください。 
☑ 登 録 要 件  

□ 

市民公益活動（※）を継続的に行う団体であること。 
※市民公益活動とは，市民が自らの責任に基づき，自主的かつ自発的に行う営
利を目的としない活動であって，公益の増進に寄与するもののことです。 

※営利を目的とする活動や同窓会・同好会など会員相互の親睦を目的とする活動
は含まれません。 

□ 営利活動，宗教活動，政治活動及び選挙活動を目的とするものでないこと。 

□ 主に福岡市内で活動しているまたは福岡市のために活動をしていること。 

□ 構成する人数が２名以上の団体であること。 

□ 団体の運営に関する規則（定款，規約，会則等）を備えていること。 

□ 団体の構成員の資格の得喪に関して，不当な条件を付していないこと。 

□ 暴力団またはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）の統制の下にある団体でないこと。 
□ 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。 

□ 
※NPO法人の場合 
NPO法第29条に規定する事業報告書等を，毎事業年度，所轄庁に提出してい
ること。 

 
      年   月   日 
 
 団体名 
 
 代表者名                                  （※） 

※代表者の署名又は記名押印／法人の場合は原則として記名押印 
 



提出書類・持参物チェックシート 
 
○ 提出書類・持参物がそろっているか，提出前に確認してください。 
 
 福岡市 NPO・ボランティア交流センター（あすみん）利用許可申請  
 
☑ 提出書類・持参物 

□ 
福岡市 NPO・ボランティア交流センター施設利用許可申請書 
※代表者の署名又は記名押印したもの（シャチハタ可）／法人の場合は原則とし
て記名押印したもの。 

□ 団体の運営に関する規則（定款，規約，会則等） 

□ 
活動計画書 
※2019年 4月から 2020年 8月の主な活動計画を記入してください。 
※法人格をもつ NPO法人は省略することができます。 

□ 

これまでの活動実績がわかる資料 
※会報誌，情報誌，活動報告書，イベントのチラシ，新聞等の掲載記事， 
ホームページを印刷したものなど。 

※新規で立ち上げた団体は省略することができます。 
□ 役員名簿 

□ 自己チェックシート 

□ 申請者本人確認書類（運転免許証，健康保険証など） 
※申請者は団体の代表者です。 

 
 

 福岡市公共施設案内・予約システム（コミネット）利用者登録  
 
☑ 提出書類・持参物 

□ 福岡市公共施設案内・予約システム利用者登録申請書 
※代表者印を押印したもの。（シャチハタ・法人印不可） 

□ 福岡市公共施設案内・予約システム団体登録名簿 

□ 申請者本人確認書類（運転免許証，健康保険証など） 
※申請者は団体の代表者です。 

 
 
 代理人が手続きを行う場合（あすみん・コミネット利用登録）  
 
☑ 提出書類・持参物 
□ 提出書類一式 
□ 委任状 
□ 代理人の本人確認書類（運転免許証，健康保険証など） 
 
 
 団体の代表者が 18歳未満の場合（あすみん・コミネット利用登録）  
 
☑ 提出書類・持参物 

□ 親権者の同意書 

 

コミネットの利用者登録 
を希望する場合のみ， 
提出してください。 


